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自転車に乗るとき、ヘルメットをかぶっていますか？

就業先への交通手段として自転車を利用する方もいると思いますが、交通ルールを守れていま
すか？（※裏面の「自転車利用安全五則」もご確認ください。）

改正道路交通法の施行により、令和５年４月１日から、すべての自転車利用者に対して、乗車用
ヘルメットの着用が努力義務化されました。（愛知県では令和３年１０月から、すべての自転車利用
者のヘルメット着用が努力義務化されています。）

では、なぜヘルメットの着用が大切 なのでしょうか？

★頭部への衝撃を軽減するために、自転車用ヘルメットはＳＧマークなどの安全性を
示すマークのついたものを選びましょう。

★自身の頭のサイズにあったものを使用するとともに、あごひもを確実に締めるなど、
正しく着用しましょう。
「頭に乗せているだけ」や「あごひもが緩んでいる」のでは、全く意味がありません！

ＳＧマーク
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もちろん事故に遭わないことが一番ですが、事故時のヘルメット着用の有無が、死亡率に大きく関
わっていることがわかります。

自分の命を守るために、ヘルメットを着用しましょう。

自転車乗車用ヘルメットの購入には名古屋市の補助もあります。

補助の条件や手続きについて、詳細は名古屋市ウェブサイトな
どでご確認下さい。

≪ ヘルメット選びと着用のポイント ≫

※名古屋市ヘルメット購入補助案内チラシより抜粋



名古屋市シルバー人材センター 安全標語 『思い込み 一番怖い その気持ち』

年次有給休暇は、派遣開始から６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上勤務した場合に初めて

付与され、以降、継続中は１年ごとに付与されます。付与日数は、勤務時間や勤務日数で異なります。

注意事項

◆年次有給休暇を使用できるのは、就業予定日のみです。（休日には取得できません）

◆年次有給休暇には有効期限があります。（付与日から２年間）計画的に使いましょう。

◆１０日以上付与された場合は、１年以内に５日は取得しなければなりません。

＜取得の手順＞

① 給与明細で有給休暇の残日数を確認する。

② 派遣先へ事前に申し出る。（仕事の調整をする）

③ 担当支部へ、事前に「年次有給休暇届」を提出する。

④ 取得後、その月の「勤務実績通知書」の該当日に「有給休暇」と記載する。

年次有給休暇は正しく取得しましょう

間違いが多いポイントです！
十分注意してください

※名古屋市ヘルメット購入補助案内チラシより抜粋


